
　生活あんしんサポート事業は、掃除、配食、草むしり、電球交換、買い物代行・同行など、日常の困りごとを民間事業者が手伝う事業です。
サービス提供時、利用者に異変などがあった場合は、親族へ連絡するなど見守りを行います。サービスの内容や利用料金※などについては、

【事業者一覧】と【事業者のサービス提供区】から事業者を選び、直接問い合わせてください。

敬老パス問合せダイヤル　 0120-206-160（毎日8時〜19時） 03-6800-3329

健康福祉局高齢在宅支援課　 671-2405 550-3612

「ICカード」は捨てないで！更新後も引き続き使用します

10月1日以降も敬老パスを利用する場合は、更新手続きが必要です 

日常の困りごとを民間事業者がお手伝いします 

生活あんしんサポート事業

〈手続きの流れ〉

問合せ

問合せ

【事業者一覧】　※サービス・商品の代金は自己負担です（公的サービスではありません）。

事業者名 サービス 電話番号
①ユーコープ 0120-351-450
②福祉クラブ 547-1400
③キュービック 472-7912
④シルバー人材センター 847-1800
⑤愛コープ 470-6441
⑥みどり野 989-2325
⑦横浜ハウネス 433-8816
⑧つばさケアサービス 372-3384
⑨うしおだ 505-9574
⑩ケアステーション大樹 228-9585
⑪泉の里 625-3274
⑫スリーＡ 374-3673
⑬ケア・オフィス 843-8328
⑭ケアステーション桜 334-7746
⑮でっかいそら　天 442-4240
⑯ワーカーズコープ 341-4192
⑰若葉台 921-5550
⑱レインボー横浜 520-8544
⑲たすけあいあさひ 360-0131
⑳あゆみ 935-1477
㉑ＡＲＭ’Ｓ（アームス） 489-3586
㉒みずたま介護ステーション 989-4501
㉓アイネットアイ横浜 325-8571

●更新後は、お手持ちの「ICカード」を引き続き使用します。新しいカードは届きません。
●「ICカード」を失くしてしまった人は、問合せ先に必ず連絡してください。
●納期限を過ぎると、10月1日からの敬老パスの利用に間に合わない場合があります。

…生活支援（家事援助など）　 …買い物代行・同行　 …その他（配食・食材宅配など）

問合せ先に連絡してください。申請書を送付します。

※前回、納付書の裏面に住所氏名を記入の上、負担金を納付した人
負担金が
有料の人

継続利用を
希望した人※

継続利用を
希望しなかった人

負担金が無料の人

新たに申請を希望する人

見本

敬老パスを
利用中の人

有効期限
令和5年9月30日

8月以降順次、納付書を送付しますので、
納期限までに負担金を納付してください。

①7月上旬頃に申請書を送付しますので、
提出期日までに申請書を提出してください。

②８月中旬以降順次、納付書を送付しますので、
納期限までに負担金を納付してください。

有効期間
令和5年10月1日～
令和6年9月30日

有効期間が
延長されます
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◉略地図に記載されている番号（例：①）は、表の事業者番号（例：「①ユーコープ」）に対応しています。
◉略地図の白丸の番号（例：②）は区内の全域で、黒丸の番号（例：❹）は区内の一部地域でのみ、事業者

がサービスを提供していることを表しています。
◉事業者によっては1日の利用者数が限定されていることなどから、希望日にサービスの提供を受け

られない場合があります。

【事業者のサービス提供区】

7月上旬頃に申請書を送付しますので、
提出期日までに申請書を提出してください。
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